
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第37回 「連結納税における税効果会計（回収指針対応版）／個別財
務諸表」
（ ※ 連結納税における税効果会計に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。）

将来減算一時差異

会計上と税務上の
差異のうち、将来

の課税所得（税金）
を増減させる効果

があるか。

YES

YES

法定実効税率の算定（法人税／住民税／事業税）

将来加算一時差異 一時差異に準ずるもの

NO

課税所得（税金）
が増加

永久差異

回収可能性考慮前・繰延税金資産の算定

（【STEP１】で集計した将来減算一時差異＋【STEP１】で集計した一時差異に準ずるもの）
×法定実効税率

繰延税金負債の算定

【STEP１】で集計した将来加算一時差異×法定実効税率

税効果会計の対象

繰越欠損金等に
該当するか。

NO

一時差異が解消する
ときの課税所得（税

金）に対する影響は？

一時差異

課税所得（税金）
が減少
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個別財務諸表
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個別財務諸表

（１）各連結納税会社の企業分類の決定

（１）連結納税主体（連結全体）の企業分類の決定

【（１）①将来減算一時差異（法人税部分）の企業分類の決定】

連結納税主体の企業分
類は連結納税会社より
上位（又は同じ）か？

連結納税主体の企業分類を使用 連結納税会社の企業分類を使用

上位（又は同じ）

下位

【（１）④地方税部分の企業分類の決定】
連結納税会社の企業分類を使用

企
業
分
類
の
決
定
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【（１）②特定連結欠損金個別帰属額（法人税部分）の企業分類の決定】

連結納税主体の企業
分類は連結納税会社よ
り下位（又は同じ）か？

連結納税主体の企業分類を使用 連結納税会社の企業分類を使用

下位（又は同じ）

上位

【（１）③非特定連結欠損金個別帰属額（法人税部分）の企業分類の決定】
連結納税主体の企業分類を使用

（２）①一時差異等の解消のスケジューリング
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個別財務諸表

【（２）②法人税／回収可能性の検討（非特定連結欠損金個別帰属額）】

【（２）②法人税／回収可能性の検討（特定連結欠損金個別帰属額）】
法
人
税
／
回
収
可
能
性
の
検
討

【（２）②法人税／回収可能性の検討（将来減算一時差異）】

（ⅰ）（イ）回収可能性あり。

相殺できない部分

相殺できる部分

（ⅰ）（イ）将来減算一
時差異は個別所得見
積額と相殺できるか？

（ⅰ）（ロ）将来減算一時
差異（残額）は受取個別
帰属法人税額の所得換
算額と相殺できるか？

（ⅰ）（ロ）回収可能性あり。
（ⅰ）（ハ）相殺できない部分は、解消年度に

発生した非特定連結欠損金個別帰属額として
回収可能性を検討する。

相殺できる部分

（ⅱ）特定連結欠損金個別帰
属額は、将来減算一時差異
の解消額控除後の個別所得
見積額を限度に連結所得見

積額（各連結納税会社の将来
減算一時差異の解消額控除

後）と相殺できるか？

（ⅱ）回収可能性あり。

相殺できない部分

相殺できる部分

（ⅱ）回収可能性なし。

相殺できない部分

（ⅲ）非特定連結欠損金個別
帰属額は、連結所得見積額

（各連結納税会社の将来減算
一時差異及び特定連結欠損
金個別帰属額の解消額控除

後）と相殺できるか？

（ⅲ）回収可能性あり。

相殺できる部分

（ⅲ）回収可能性なし。

相殺できない部分
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個別財務諸表

【（２）③住民税／回収可能性の検討（控除対象個別帰属調整額・控除対象個別帰属税額）】

【（２）③住民税／回収可能性の検討（連結欠損金個別帰属額）】

【（２）③住民税／回収可能性の検討（将来減算一時差異）】

（ⅰ）（イ）回収可能性あり。

相殺できない部分

相殺できる部分

（ⅰ）（イ）将来減算一
時差異は個別所得
見積額と相殺できる

か？

（ⅰ）（ロ）（a）受取個
別帰属法人税額が見

込まれるか？

（ⅰ）（ロ）（b）解消年度で発生した連結
欠損金個別帰属額として回収可能性を

検討する。

（ⅰ）（ロ）（a）受取個別帰属法人税額の見積額を
課税所得に換算した金額に法人税率を乗じた金
額は、解消年度で発生した控除対象個別帰属税

額として回収可能性を検討する。

見込まれない部分

（ⅱ）（イ）連結欠損金個別帰
属額のうち、税務上認められ
る繰越期間内の連結欠損金
個別帰属額の繰越控除額の

見積額を超える部分は
あるか？

見込まれる部分

超えていない部分

超えている部分

（ⅱ）（イ）超える金額は回収可能性なし。

（ⅱ）（ロ）上記で超えていない
金額は、将来減算一時
差異の解消額控除後の

個別所得見積額を超えてい
ないか？

（ⅱ）（ロ）回収可能性あり。

超えていない部分

（ⅱ）（ハ）解消年度で発生した控除対象個別帰
属税額として回収可能性を検討する。

超えている部分

（ⅲ）控除対象個別帰属調整
額・控除対象個別帰属税額
は個別帰属法人税額と相殺

できるか？

（ⅲ）（イ）回収可能性あり。

相殺できる部分

（ⅲ）（ロ）回収可能性なし。

相殺できない部分
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個別財務諸表

【（２）④事業税／回収可能性の検討（繰越欠損金）】

【（２）④事業税／回収可能性の検討（将来減算一時差異）】

（３）支払可能性の検討

（ⅰ）回収可能性あり。

相殺できない部分

相殺できる部分

（ⅰ）将来減算一時差
異は個別所得見積額

と相殺できるか？

（ⅰ）解消年度で発生した繰越欠損金と
して回収可能性を検討する。

（ⅱ）（イ）繰越欠損金は個
別所得見積額（将来減算
一時差異の解消額控除
後）と相殺できるか？

（ⅱ）（イ）回収可能性あり。

相殺できる部分

（ⅱ）（ロ）回収可能性なし。

相殺できない部分
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（注）上記フロー・チャートでは、将来減算一時差異等と将来加算一時差異との相殺について記載していないが、回収可能性の検討においては当然に考慮す
る。（連結財務諸表も同様）
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個別財務諸表

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債（その他有価証券評価差額金等の直接純資産の部に計上され、
課税所得の計算に含まれないものに係る税効果を除く）の計上

【会計処理】 （借方）繰延税金資産 ××× （貸方）法人税等調整額 ×××
（借方）法人税等調整額 ××× （貸方）繰延税金負債 ×××

（２）直接純資産の部に計上され、課税所得の計算に含まれないものに係る税効果の計上
－ その他有価証券評価差額金の場合 －

【会計処理（時価＞取得価額の場合）】 （借方）投資有価証券 ××× （貸方）その他有価証券評価差額金 ×××
繰延税金負債 ×××

（３）繰延税金資産と繰延税金負債の相殺
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